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1号認定 教育標準時間認定 お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合
（利用先・・・幼稚園・認定こども園）

　新制度に移行する幼稚園、認定保育所などを利用する際は、「認定」を受けることになります。

2号認定 3歳以上・保育認定 お子さんが満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望する場合
（利用先・・・保育所・認定こども園）　

3号認定 3歳未満・保育認定 お子さんが満3歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望する場合
（利用先・・・保育所・認定こども園など）

表1　幼稚園を利用する場合の変更点

表2　認可保育所を利用する場合

表3　3つの認定区分

変更前 変更後（平成27年度から）

変更前

利
用
料
金

保
育
時
間
利
用
料
金
利
用
申
し
込
み

利
用
申
し
込
み

施設が設定
※就園奨励費あり

希望する施設に
直接申し込み

施設により次のいずれか
①新制度に移行する私立幼稚園
※利用者の所得に応じて市が設定
※就園奨励費なし
②新制度に移行しない私立幼稚園
※施設が設定
※就園奨励費あり

11時間以内

所得に応じ
て市が設定

市に利用
申し込み

保護者の就労などにより次のいずれか
①標準時間［11時間以内］（フルタイムの就労を想定）
②短時間［8時間以内］（パートタイムの就労を想定）

所得に応じて市が設定
※現在の利用料金を基本に、上記②の場合は、①より
低額となる予定

所得に応じて市に利用申し込み
※申し込みの際に「認定」の申請が追加

希望する施設に直接申し込み
※上記①の場合、申し込みの際に「認定」の申請が追加

変更後（平成27年度から）

①
園
に
直
接
利
用
申
し
込
み
　

②
園
か
ら
入
園
の
内
定
を
受
け
る

③
園
を
通
し
て
市
が
認
定
を
内
定

④
園
を
通
し
て
市
が
認
定
証
を
交
付

⑤
園
と
契
約

■新制度に移行する幼稚園などを利用希望の場合
　（１号認定）

■認可保育所などで保育を利用希望の場合
　（２号・３号認定）

①
市
に
保
育
の
必
要
性
の
認
定
を
申
請

②
市
が
認
定
証
を
交
付

③
市
に
利
用
希
望
の
申
し
込
み

④
市
が
利
用
調
整
を
行
う

⑤
利
用
先
決
定
後
、市
と
契
約

新制度の利用の流れ

　

こ
の
新
制
度
は
、
乳
幼
児
期
の

教
育
・
保
育
の
総
合
的
な
提
供
や
、

待
機
児
童
対
策
の
推
進
、
地
域
で

の
子
育
て
支
援
の
充
実
を
進
め
て

い
く
も
の
で
す
。

■
認
定
こ
ど
も
園
の
普
及

　

認
定
こ
ど
も
園
と
は
幼
稚
園
と

保
育
所
の
良
さ
を
あ
わ
せ
持
つ
施

設
で
、
保
護
者
が
働
い
て
い
る
、

働
い
て
い
な
い
に
関
わ
ら
ず
利
用

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
ど
な
た
で
も
認
定
こ
ど

も
園
で
の
子
育
て
相
談
な
ど
を
、

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
地
域
の
子
育
て
ニ
ー
ズ
に
応
じ

た
子
育
て
支
援
を
充
実

　

急
な
用
事
や
短
期
の
就
労
な
ど

の
際
に
利
用
で
き
る
「
一
時
預
か

り
」
、
気
軽
に
子
育
て
相
談
や
親

子
同
士
で
交
流
で
き
る
「
子
育
て

ひ
ろ
ば
」
な
ど
、
ニ
ー
ズ
に
合
わ

せ
た
身
近
な
支
援
の
場
を
増
や
し

て
い
き
ま
す
。

■
多
様
な
保
育
の
確
保
に
よ
る
待

機
児
童
の
解
消

　

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
認

定
こ
ど
も
園
の
普
及
に
加
え
、
少

人
数
の
子
ど
も
を
預
か
る
小
規
模

保
育
な
ど
を
新
た
に
支
援
し
て
、

待
機
児
童
の
多
い
３
歳
未
満
児
の

保
育
を
増
や
し
ま
す
。

Q　

幼
稚
園
・
保
育
所
を
利
用
す

る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す

か
？

A　

平
成
27
年
度
の
入
園
手
続
き

は
、
平
成
26
年
11
月
頃
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

　

そ
の
際
、
施
設
（
新
制
度
に
移

行
す
る
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定

こ
ど
も
園
）
の
利
用
を
希
望
す
る

保
護
者
の
方
が
、
利
用
の
た
め
の

「
認
定
」
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、

３
つ
の
認
定
区
分
（
表
３
）
に
応

じ
て
施
設
の
利
用
先
が
決
ま
り
ま

す
。

　

な
お
、
利
用
手
続
き
が
変
更
に

な
り
ま
す
が
、
幼
稚
園
・
保
育
所

で
の
教
育
・
保
育
の
内
容
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。

Q　

幼
稚
園
や
保
育
所
の
利
用
料

金
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？ 

A　

皆
さ
ん
に
ご
負
担
い
た
だ
く

費
用
（
保
育
料
な
ど
）
は
、
所
得

に
応
じ
、
国
の
基
準
を
ベ
ー
ス
に

市
が
設
定
し
ま
す
。　

　

な
お
、
利
用
料
金
は
、
現
行
の

負
担
額
と
同
程
度
の
料
金
設
定
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

Q　

今
あ
る
幼
稚
園
は
、
ど
う
な

り
ま
す
か
？ 

A　

既
存
の
幼
稚
園
は
、
次
の
中

か
ら
事
業
者
が
選
択
し
ま
す
。 

・
新
制
度
に
移
行
す
る
幼
稚
園

・
新
制
度
に
移
行
し
な
い
幼
稚
園

・
認
定
こ
ど
も
園
に
移
行
す
る
幼

稚
園

Q　

幼
稚
園
や
保
育
所
を
利
用
し

な
い
家
庭
で
も
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
る
の
で
す
か
？

A　

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
や
一

　

幼
稚
園
を
利
用
す
る
場
合
の
変

更
点
は
、
表
１
の
と
お
り
で
す
。

　

ま
た
、
認
可
保
育
所
を
利
用
す

る
場
合
の
変
更
点
は
表
２
の
と
お

り
で
す
。

※新制度に移行する幼稚園・認可保育所の入所の手続きの日程などの詳細は、広報やしお10月号でお知らせします。

平
成
27
年
度
か
ら
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

□問
子
育
て
支
援
課
☎
○内
８
３
９

　
国
の
新
制
度
に
基
づ
き
、
市
で
は
、
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
が
笑
顔
で
成
長
し
、
す
べ
て
の
家
庭
が
安
心
し
て
子
育
て
で
き
、
育
て
る

喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

時
預
か
り
な
ど
、
保
育
が
必
要
な

お
子
さ
ん
だ
け
で
な
く
、
在
宅
で

の
子
育
て
を
し
て
い
る
方
へ
の
支

援
も
継
続
し
て
い
き
ま
す
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
と
は

国
が
示
す
新
制
度
の

ポ
イ
ン
ト

新
制
度
に
よ
る
変
更
点

　
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
新
制
度
に
関
す
る
よ

く
あ
る
質
問
に
お
答
え

し
ま
す
。

Ｑ
＆
Ａ


